
●基本情報

●計画　～PLAN～

名称

 　　　　　　　（事業終了年度：令和　　 　　　　　　　　　　　年度）

（ ）

（ ）

●実施　～DO～

令和６年度事務事業評価シート　　（評価対象年度　令和５年度）

事業名(取組名) 地域生活支援事業 評価番号 2-2-7-1,2,3

担当課 福祉課 係 障害福祉係

予
算
科
目

基
本
計
画

基本方針 【２】いつまでも健康で元気あふれるまちづくり 会計 【01】一般会計

基本施策 【２】支え合う福祉の推進 款 【0103】民生費

施策 【７】障がい者福祉の充実 項 【010301】社会福祉費

主な取組

①障がい者への相談体制の充実 目 【01030101】社会福祉総務費

②障がい者の日常生活支援 事業 地域生活支援事業

③障がい者の社会参加支援

根拠法令等  　 障害者総合支援法

事業
業績

　相談支援事業では，福祉課で様々な相談に応じ，必要な情報の提供や助言等を行った。また専門員を置く相談事業所に相談業務の委
託を実施した。平成３０年度からは利根町障害者相談員を２名委嘱し，相談支援の充実を図った。
　意思疎通支援事業では，意思伝達に支援が必要な利用者に手話通訳等の派遣した。
　日常生活用具給付等事業では，日常生活が円滑に行われるためのストマ用具等を給付した。
　移動支援事業では，屋外での移動が難しい人の自立や社会参加を助けるため，外出するときの移動支援した。
　地域活動支援センター事業では，３つの事業所へ委託をし，利用者が社会との交流の場として創作的活動又は生産活動の機会を提供
した。

年度

事業期間

実施手法

（すべてチェック）

新規・継続  事業開始年度

実施形態

事業概要

　障害者総合支援法に基づき，障がい者等がその有する能力及び適正に応じ，自立した日常生
活又は社会生活を営むことができるよう相談支援事業，意思疎通支援事業，日常生活用具給付
事業，移動支援事業，地域活動支援センター事業等を地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟
な事業形態により，効率的かつ効果的に実施する。

円 230,000 円

11　役務費 147,680 円 173,800 円 118,260 円

1　報酬 230,000 円 210,000

1,301,000 円 1,045,000 円

12　委託料 4,174,558 円 1,650,022 円 1,654,729

令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

円

受益者負担金

円

その他 121,000 円 40,000 円 40,000 円

19　扶助費 4,928,006 円 4,550,095 円 4,728,629

円

18　負担金，補助及び交付金 1,259,000 円

円

2,223,000 円 1,711,000 円

円

財
　
源

主な歳入の科目 令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

国支出金 2,111,000 円

事業費　計 10,860,244 円 7,924,917 円 7,816,618

支
　
出

主な歳出の節

県支出金 1,056,000 円 1,111,000 円 855,000

円

その他 円 円 円

地方債 円 円

円 円

円

事業費　計 10,860,244 円 7,924,917 円 7,816,618 円

一般財源 7,693,244 円 4,590,917 円 5,250,618

なし あり

新規 継続

期間限定あり 単年度繰り返し 単年度のみ

町が直接実施（直営） 委託 全部委託 一部委託 補助金等

町民協働 指定管理 事務局 その他

事業開始年度不明

予算なし

町単独 国・県補助事業 国・県補助事業+町事業(上乗せ) その他



理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

 

理
由

●改善　～ＡＣＴＩＯＮ～

●評価　～CHECK～

妥
当
性

①政策目的との整合性

　事業目的が上位政策（主な取組）の達
成に貢献しているか。

　障がいの程度に応じた支援を実施し，利用者は増加してい
る。また，障がい者一人一人に寄り添った支援を実施すること
で，障害福祉の充実が図られている。

②町関与の妥当性

　町が事業主体として事業を行うことが
妥当か。

 

　実施主体が市町村と法で定められている。

有
効
性

③成果の向上余地

　事業内容を工夫することにより成果を
向上させることができるか。

 

　障がいの程度に応じた支援を実施している。

④廃止・休止の可能性

　事業の内容や成果から廃止・休止でき
るか。

 

　法による事業のため廃止できない。

⑤類似事業との統廃合・連携の可能性

　類似事業との統廃合・連携を図ること
により成果が期待できるか。

 

　

今
後
の
方
向
性

 継続（　　　　　 　　　　 　　　　 　　）

【理由】

　障がい者の支援については，今後においても障がいの程度に応じて柔軟な対応をし，障がい者が自立した日
常生活や社会生活を営むことができるよう，福祉の増進，充実を図っていく。

効
率
性

 ⑥事業費の削減余地

 成果を下げずにコスト削減できるか。

 

　年々，利用者が増え，事業所からの請求額も増加している。
これは，法律に定められた単価によるものなので，コスト削減
できない。

公
平
性

 ⑦受益者負担の適正化

　事業内容から受益者の負担割合は適正
か。

　

貢献している 見直す余地がある

見直す余地がある

見直す余地がある

妥当である

余地がない

可能性がない可能性がある

余地がない 余地がある

適正である 見直す余地がある

受益者負担を求める事業ではない

可能性がある 可能性がない 類似事業はない

現状維持 縮小 改善 拡大 連携統廃合廃止（終了）休止



●基本情報

●計画　～PLAN～

名称

 　　　　　　　（事業終了年度：令和　　 　　　　　　　　　　　年度）

（ ）

（ ）

●実施　～DO～

令和６年度事務事業評価シート　　（評価対象年度　令和５年度）

事業名(取組名) 障害者基本計画・障害者福祉計画策定事業 評価番号 2-2-7-1

担当課 福祉課 係 障害福祉係

予
算
科
目

基
本
計
画

基本方針 【２】いつまでも健康で元気あふれるまちづくり 会計 【01】一般会計

基本施策 【２】支え合う福祉の推進 款 【0103】民生費

施策 【７】障がい者福祉の充実 項 【010301】社会福祉費

主な取組

①障がい者への相談体制の充実 目 【01030101】社会福祉総務費

事業 障害者基本計画・障害者福祉計画策定事業

根拠法令等  　 障害者総合支援法

事業
業績

　計画策定のため障害者手帳所持者（身体，療育，精神）難病手当受給者，８３８件に生活ニーズに関するア
ンケート調査と，町民５００名（無作為抽出）に障害福祉に関する調査，８０の事業者に実態調査を実施しま
した。調査結果の集計や分析と，関係各課の事業実施状況や今後の展開についての評価等を計画内容へ反映し
策定した。

年度

事業期間

実施手法

（すべてチェック）

新規・継続  事業開始年度

実施形態

事業概要

　町の障がい者に関する施策の方向性を定める基本的な計画の『障害者計画』と障害福祉サー
ビスごとに必要な利用見込量を定め，その実施の確保を定める「障害福祉計画」，「障害児福
祉計画」を国や県の指針，調査結果，町の現状を踏まえ策定する。
　障害者計画は６年計画の４年目にあたる見直し，障害福祉計画及び障害児福祉計画は３年計
画の期間満了に伴う策定。

円 109,200 円

11　役務費 円 円 245,675 円

7　報償費 円

円 0 円

12　委託料 円 円 3,410,000

令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

円

受益者負担金

円

その他 円 円 0 円

19　扶助費 円 円 0

円

18　負担金，補助及び交付金 円

0 円

円 0 円

円

財
　
源

主な歳入の科目 令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

国支出金 円

事業費　計 0 円 0 円 3,764,875

支
　
出

主な歳出の節

県支出金 円 円 0

円

その他 円 円 0 円

地方債 円 円 0

円 円

円

事業費　計 0 円 0 円 3,764,875 円

一般財源 円 円 3,764,875

なし あり

新規 継続

期間限定あり 単年度繰り返し 単年度のみ

町が直接実施（直営） 委託 全部委託 一部委託 補助金等

町民協働 指定管理 事務局 その他

事業開始年度不明

予算なし

町単独 国・県補助事業 国・県補助事業+町事業(上乗せ) その他



理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

 

理
由

●改善　～ＡＣＴＩＯＮ～

●評価　～CHECK～

妥
当
性

①政策目的との整合性

　事業目的が上位政策（主な取組）の達
成に貢献しているか。

　政策の達成のための施策の方向性を定める基本的な計画であ
るため。

②町関与の妥当性

　町が事業主体として事業を行うことが
妥当か。

 

　障害者基本法で定められている。

有
効
性

③成果の向上余地

　事業内容を工夫することにより成果を
向上させることができるか。

 

　利根町の障がい者の現状を踏まえた計画を改定年ごとに策定
している。

④廃止・休止の可能性

　事業の内容や成果から廃止・休止でき
るか。

 

　障害者基本法で定められている。

⑤類似事業との統廃合・連携の可能性

　類似事業との統廃合・連携を図ること
により成果が期待できるか。

 

　

今
後
の
方
向
性

 継続（　　　　　 　　　　 　　　　 　　）

【理由】

　サービス等の利用状況の変動や制度改正等を踏まえ，３年に１度計画の見直しを行い，専門的な知識とスキ
ルを持った事業者に委託することで，今後も利根町の障がい者の現状に則した計画を策定し，障害福祉の充実
を図っていく。

効
率
性

 ⑥事業費の削減余地

 成果を下げずにコスト削減できるか。

 

　国や県の指針や制度改正，当事者と一般町民のニーズ・動向
等分析等を踏まえ，専門的な知識やスキルを持った業者へ委託
をし，現行計画を見直し策定をするため。

公
平
性

 ⑦受益者負担の適正化

　事業内容から受益者の負担割合は適正
か。

　

貢献している 見直す余地がある

見直す余地がある

見直す余地がある

妥当である

余地がない

可能性がない可能性がある

余地がない 余地がある

適正である 見直す余地がある

受益者負担を求める事業ではない

可能性がある 可能性がない 類似事業はない

現状維持 縮小 改善 拡大 連携統廃合廃止（終了）休止



●基本情報

●計画　～PLAN～

名称

 　　　　　　　（事業終了年度：令和　　 　　　　　　　　　　　年度）

（ ）

（ ）

●実施　～DO～

令和６年度事務事業評価シート　　（評価対象年度　令和５年度）

事業名(取組名) 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 評価番号 2-2-7-2(1)

担当課 福祉課 係 障害福祉係

予
算
科
目

基
本
計
画

基本方針 【２】いつまでも健康で元気あふれるまちづくり 会計 【01】一般会計

基本施策 【２】支え合う福祉の推進 款 【0103】民生費

施策 【７】障がい者福祉の充実 項 【010301】社会福祉費

主な取組

②障がい者の日常生活支援 目 【01030101】社会福祉総務費

事業 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業

根拠法令等  　 利根町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

事業
業績

　平成28年4月施行，平成29年度相談1件。平成30年度以降の実績なし。

年度

事業期間

実施手法

（すべてチェック）

新規・継続  事業開始年度 平成 28

実施形態

事業概要

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入に必要な費用
の一部を補助する。

円 円

円 円 円

円

円 円

円 円

令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

円

受益者負担金

円

その他 円 円 円

円 円

円

円

円

円 円

円

財
　
源

主な歳入の科目 令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

国支出金 円

事業費　計 0 円 0 円 0

支
　
出

主な歳出の節

県支出金 円 円

円

その他 円 円 円

地方債 円 円

円 円

円

事業費　計 0 円 0 円 0 円

一般財源 円 円

なし あり

新規 継続

期間限定あり 単年度繰り返し 単年度のみ

町が直接実施（直営） 委託 全部委託 一部委託 補助金等

町民協働 指定管理 事務局 その他

事業開始年度不明

予算なし

町単独 国・県補助事業 国・県補助事業+町事業(上乗せ) その他



理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

 

理
由

●改善　～ＡＣＴＩＯＮ～

●評価　～CHECK～

妥
当
性

①政策目的との整合性

　事業目的が上位政策（主な取組）の達
成に貢献しているか。

　茨城県軽度・中等度補聴器購入支援事業補助金交付要綱よ
り，身体障害者福祉法の適用にあたらない児童に対し，健全な
言語，社会性の発達を支援し，言語訓練及び生活適応訓練の促
進に貢献している。

②町関与の妥当性

　町が事業主体として事業を行うことが
妥当か。

 

　身体障害者福祉法の趣旨並びに茨城県軽度・中等度補聴器購
入支援事業補助金交付要綱に基づき実施している。

有
効
性

③成果の向上余地

　事業内容を工夫することにより成果を
向上させることができるか。

 

　身体障害者福祉法の適用にあたらない児童に対し，同制度の
啓発を図ることにより，同難聴児の福祉を向上させることがで
きる。

④廃止・休止の可能性

　事業の内容や成果から廃止・休止でき
るか。

 

　同制度の趣旨及び身体障害者福祉法の改正等がなければ廃止
や休止すべきではないと考える。

⑤類似事業との統廃合・連携の可能性

　類似事業との統廃合・連携を図ること
により成果が期待できるか。

 

　

今
後
の
方
向
性

 継続（　　　　　 　　　　 　　　　 　　）

【理由】

　広報や福祉のしおり等による制度の啓発により利用者の掘り起しを推進する。

効
率
性

 ⑥事業費の削減余地

 成果を下げずにコスト削減できるか。

 

　茨城県軽度・中等度補聴器購入支援事業補助金交付要綱に基
づき，給付費基準額等を設定し実施している。

公
平
性

 ⑦受益者負担の適正化

　事業内容から受益者の負担割合は適正
か。

　

貢献している 見直す余地がある

見直す余地がある

見直す余地がある

妥当である

余地がない

可能性がない可能性がある

余地がない 余地がある

適正である 見直す余地がある

受益者負担を求める事業ではない

可能性がある 可能性がない 類似事業はない

現状維持 縮小 改善 拡大 連携統廃合廃止（終了）休止



●基本情報

●計画　～PLAN～

名称

 　　　　　　　（事業終了年度：令和　　 　　　　　　　　　　　年度）

（ ）

（ ）

●実施　～DO～

令和６年度事務事業評価シート　　（評価対象年度　令和５年度）

事業名(取組名) 重度心身障害者介護慰労金 評価番号 2-2-7-2(2)

担当課 福祉課 係 障害福祉係

予
算
科
目

基
本
計
画

基本方針 【２】いつまでも健康で元気あふれるまちづくり 会計 【01】一般会計

基本施策 【２】支え合う福祉の推進 款 【0103】民生費

施策 【７】障がい者福祉の充実 項 【010301】社会福祉費

主な取組

②障がい者の日常生活支援 目 【01030101】社会福祉総務費

事業 重度心身障害者介護慰労金

根拠法令等  　 利根町重度心身障害者介護慰労金支給要綱

事業
業績

　令和3年度11人 440,000円，令和4年度12人480,000円，令和5年度 11人 440,000円 ，
　（1世帯当たり年額40,000円）

年度

事業期間

実施手法

（すべてチェック）

新規・継続  事業開始年度 昭和 58

実施形態

事業概要

　在宅で常時寝たきり，またはそれに準ずる状態にある重度心身障害者（障害者福祉サービス
受給者を除く）を介護する者に対し，慰労金を支給する。

円 440,000 円

円 円 円

7　報償費 440,000 円 480,000

円 円

円 円

令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

円

受益者負担金

円

その他 円 円 円

円 円

円

円

0 円

円 0 円

円

財
　
源

主な歳入の科目 令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

国支出金 円

事業費　計 440,000 円 480,000 円 440,000

支
　
出

主な歳出の節

県支出金 円 円 0

円

その他 円 円 0 円

地方債 円 円 0

円 円

円

事業費　計 440,000 円 480,000 円 440,000 円

一般財源 440,000 円 480,000 円 440,000

なし あり

新規 継続

期間限定あり 単年度繰り返し 単年度のみ

町が直接実施（直営） 委託 全部委託 一部委託 補助金等

町民協働 指定管理 事務局 その他

事業開始年度不明

予算なし

町単独 国・県補助事業 国・県補助事業+町事業(上乗せ) その他

予算なし



理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

 

理
由

●改善　～ＡＣＴＩＯＮ～

●評価　～CHECK～

妥
当
性

①政策目的との整合性

　事業目的が上位政策（主な取組）の達
成に貢献しているか。

　慰労金を支給することにより介護にあたる者の肉体的，精神
的労苦に報いるとともに重度心身障害者の扶養意識を高揚し
もって障害福祉の増進に貢献している。

②町関与の妥当性

　町が事業主体として事業を行うことが
妥当か。

 

　「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律」に基づく，障害者福祉サービスの受給者にない重度心身
障害者を介護する家族に町が支援することは障害福祉の適正な
推進に必要であると考える。

有
効
性

③成果の向上余地

　事業内容を工夫することにより成果を
向上させることができるか。

 

　現状維持により障害福祉の適正な推進を図る。

④廃止・休止の可能性

　事業の内容や成果から廃止・休止でき
るか。

 

　障害福祉の適正な推進のため必要性は大きいと考える。

⑤類似事業との統廃合・連携の可能性

　類似事業との統廃合・連携を図ること
により成果が期待できるか。

 

　

今
後
の
方
向
性

 継続（　　　　　 　　　　 　　　　 　　）

【理由】

　当該障がい者等に適合した生活支援環境の向上を図るため障害福祉サービスについて啓蒙啓発を推進してい
く。

効
率
性

 ⑥事業費の削減余地

 成果を下げずにコスト削減できるか。

 

　事業費は月額換算すると他の支給事業と比較しても適切な支
給額と考える。

公
平
性

 ⑦受益者負担の適正化

　事業内容から受益者の負担割合は適正
か。

　

貢献している 見直す余地がある

見直す余地がある

見直す余地がある

妥当である

余地がない

可能性がない可能性がある

余地がない 余地がある

適正である 見直す余地がある

受益者負担を求める事業ではない

可能性がある 可能性がない 類似事業はない

現状維持 縮小 改善 拡大 連携統廃合廃止（終了）休止

見直す余地がある



●基本情報

●計画　～PLAN～

名称

 　　　　　　　（事業終了年度：令和　　 　　　　　　　　　　　年度）

（ ）

（ ）

●実施　～DO～

令和６年度事務事業評価シート　　（評価対象年度　令和５年度）

事業名(取組名) 障害福祉サービス事業 評価番号 2-2-7-2(3)

担当課 福祉課 係 障害福祉係

予
算
科
目

基
本
計
画

基本方針 【２】いつまでも健康で元気あふれるまちづくり 会計 【01】一般会計

基本施策 【２】支え合う福祉の推進 款 【0103】民生費

施策 【７】障がい者福祉の充実 項 【010301】社会福祉費

主な取組

②障がい者の日常生活支援 目 【01030101】社会福祉総務費

事業 障害福祉サービス事業

根拠法令等  　 障害者総合支援法・児童福祉法

事業
業績

・自立支援給付（障がい者が自宅や施設での生活支援や，就労を支援する等のサービス）
　　令和５年度　延べ利用者数　２，２６６人
・障害児通所給付（障がいのある児童を対象にした日常生活や集団生活のために必要な訓練などで発達や自立
を支援するサービス）　令和５年度　延べ利用者数　４５７人
・補装具費給付　令和５年度　延べ利用者数　２０人

年度

事業期間

実施手法

（すべてチェック）

新規・継続  事業開始年度 平成 18

実施形態

事業概要

　障がいのある方が障害者支援施設や居宅介護等の在宅サービスを利用する際の費用の支給決
定や,補装具の購入及び修理等の費用が利用者負担を除き支給する。

円 109,450 円

11　役務費 305,445 円 338,385 円 366,255 円

10　需用費 117,997 円 128,991

308,282,195 円 371,050,830 円

13　使用料及び賃借料 円 611,820 円 1,302,180

令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

円

受益者負担金

円

その他 円 円 円

22　償還金，利子及び割引料 1,054,044 円 10,273,841 円 4,675,539

円

19　扶助費 288,653,321 円

円

158,816,634 円 189,846,102 円

円

財
　
源

主な歳入の科目 令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

国支出金 154,600,500 円

事業費　計 290,130,807 円 319,635,232 円 377,504,254

支
　
出

主な歳出の節

県支出金 72,154,043 円 77,070,546 円 94,358,000

円

その他 円 円 円

地方債 円 円

円 円

円

事業費　計 290,130,807 円 319,635,232 円 377,504,254 円

一般財源 63,376,264 円 83,748,052 円 93,300,152

なし あり

新規 継続

期間限定あり 単年度繰り返し 単年度のみ

町が直接実施（直営） 委託 全部委託 一部委託 補助金等

町民協働 指定管理 事務局 その他

事業開始年度不明

予算なし

町単独 国・県補助事業 国・県補助事業+町事業(上乗せ) その他



理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

 

理
由

●改善　～ＡＣＴＩＯＮ～

●評価　～CHECK～

妥
当
性

①政策目的との整合性

　事業目的が上位政策（主な取組）の達
成に貢献しているか。

　障がいのある方が住み慣れた地域で自立して生活していくた
めに欠かせない事業であり,上位政策の達成にも貢献している。

②町関与の妥当性

　町が事業主体として事業を行うことが
妥当か。

 

　町が実施主体である旨が法で定められている。

有
効
性

③成果の向上余地

　事業内容を工夫することにより成果を
向上させることができるか。

 

　必要な人にさらにより良いサービスを提供することができる
よう,実施事業者等との連携を強め,サービスに関する情報の周
知を図る。

④廃止・休止の可能性

　事業の内容や成果から廃止・休止でき
るか。

 

　法で定められた必須事業であり,廃止・休止できない。

⑤類似事業との統廃合・連携の可能性

　類似事業との統廃合・連携を図ること
により成果が期待できるか。

 

　

今
後
の
方
向
性

 継続（　　　　　 　　　　 　　　　 　　）

【理由】

　申請者の申請内容に基づく給付事業であり,拡大・縮小等はすることができない。
　今後も必要なサービスを必要とする人に提供できるよう,サービスの周知の徹底や,関係者との連携強化を
行っていく。

効
率
性

 ⑥事業費の削減余地

 成果を下げずにコスト削減できるか。

 

　法で定められた金額であり,申請に基づく給付であるため,コ
スト削減はできない。

公
平
性

 ⑦受益者負担の適正化

　事業内容から受益者の負担割合は適正
か。

　

貢献している 見直す余地がある

見直す余地がある

見直す余地がある

妥当である

余地がない

可能性がない可能性がある

余地がない 余地がある

適正である 見直す余地がある

受益者負担を求める事業ではない

可能性がある 可能性がない 類似事業はない

現状維持 縮小 改善 拡大 連携統廃合廃止（終了）休止



●基本情報

●計画　～PLAN～

名称

 　　　　　　　（事業終了年度：令和　　 　　　　　　　　　　　年度）

（ ）

（ ）

●実施　～DO～

令和６年度事務事業評価シート　　（評価対象年度　令和５年度）

事業名(取組名) 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 評価番号 2-2-7-2(4)

担当課 福祉課 係 障害福祉係

予
算
科
目

基
本
計
画

基本方針 【２】いつまでも健康で元気あふれるまちづくり 会計 【01】一般会計

基本施策 【２】支え合う福祉の推進 款 【0103】民生費

施策 【７】障がい者福祉の充実 項 【010301】社会福祉費

主な取組

②障がい者の日常生活支援 目 【01030101】社会福祉総務費

事業 重度障害者住宅リフォーム助成事業

根拠法令等  　 利根町重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業要綱

事業
業績

　令和３年度　実績なし
　令和４年度　２件　600,000円
　令和５年度　１件　300,000円

年度

事業期間

実施手法

（すべてチェック）

新規・継続  事業開始年度 平成 7

実施形態

事業概要

　障がいのある方が居住する住宅を対象として,住宅内外における移動を容易にする設備や階
段,廊下,居室,浴室,便所,洗面所,台所等の使用を容易にする設備の工事を行う場合に助成(工事
費用の3/4　30万円上限)を行う。

円 300,000 円

円 円 円

18　負担金，補助及び交付金 円 600,000

円 円

円 円

令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

円

受益者負担金

円

その他 円 円 円

円 円

円

円

円

270,000 円 135,000 円

円

財
　
源

主な歳入の科目 令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

国支出金 円

事業費　計 0 円 600,000 円 300,000

支
　
出

主な歳出の節

県支出金 円 円

円

その他 円 円 円

地方債 円 円

円 円

円

事業費　計 0 円 600,000 円 300,000 円

一般財源 円 330,000 円 165,000

なし あり

新規 継続

期間限定あり 単年度繰り返し 単年度のみ

町が直接実施（直営） 委託 全部委託 一部委託 補助金等

町民協働 指定管理 事務局 その他

事業開始年度不明

予算なし

町単独 国・県補助事業 国・県補助事業+町事業(上乗せ) その他



理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

 

理
由

●改善　～ＡＣＴＩＯＮ～

●評価　～CHECK～

妥
当
性

①政策目的との整合性

　事業目的が上位政策（主な取組）の達
成に貢献しているか。

　重度障がいのある方が日常生活を容易にするための住宅設備
の改善に要する費用の助成事業であり,上位政策の達成に貢献し
ていると考える。

②町関与の妥当性

　町が事業主体として事業を行うことが
妥当か。

 

　その他に適当な実施機関がなく，町が主体で行うことが妥当
であると考える。

有
効
性

③成果の向上余地

　事業内容を工夫することにより成果を
向上させることができるか。

 

　必要な人にサービスを提供することができるよう,サービスに
関する情報の周知をより徹底して行う余地があると考える。

④廃止・休止の可能性

　事業の内容や成果から廃止・休止でき
るか。

 

　毎年実績がある事業ではないが,障がいのある人の日常生活を
支援することに直結する事業であり,廃止・休止の可能性はない
と考える。

⑤類似事業との統廃合・連携の可能性

　類似事業との統廃合・連携を図ること
により成果が期待できるか。

 

　

今
後
の
方
向
性

 継続（　　　　　 　　　　 　　　　 　　）

【理由】

　日常生活を容易にするために，住宅整備の改善に要する経費を助成することにより，重度の障がいを抱える
方の生活環境を整備し,福祉の増進を図っていく。

効
率
性

 ⑥事業費の削減余地

 成果を下げずにコスト削減できるか。

 

　障がいのある方の負担軽減を図るための助成事業であるため
コストの削減は難しいですが,工事内容の精査に引き続き努めて
いく。

公
平
性

 ⑦受益者負担の適正化

　事業内容から受益者の負担割合は適正
か。

　

貢献している 見直す余地がある

見直す余地がある

見直す余地がある

妥当である

余地がない

可能性がない可能性がある

余地がない 余地がある

適正である 見直す余地がある

受益者負担を求める事業ではない

可能性がある 可能性がない 類似事業はない

現状維持 縮小 改善 拡大 連携統廃合廃止（終了）休止



●基本情報

●計画　～PLAN～

名称

 　　　　　　　（事業終了年度：令和　　 　　　　　　　　　　　年度）

（ ）

（ ）

●実施　～DO～

令和６年度事務事業評価シート　　（評価対象年度　令和５年度）

事業名(取組名) 要約筆記地域講座事業 評価番号 2-2-7-3

担当課 福祉課 係 障害福祉係

予
算
科
目

基
本
計
画

基本方針 【２】いつまでも健康で元気あふれるまちづくり 会計 【01】一般会計

基本施策 【２】支え合う福祉の推進 款 【0103】民生費

施策 【７】障がい者福祉の充実 項 【010301】社会福祉費

主な取組

③障がい者の社会参加支援 目 【01030101】社会福祉総務費

事業 要約筆記地域講座事業

根拠法令等  　 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

事業
業績

　令和元年度より事業を開始し，聴覚障がい者に対する理解を深めながら要約筆記の必要性を習得できる機会
を設けた。
　令和３年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止により，中止した。

年度

事業期間

実施手法

（すべてチェック）

新規・継続  事業開始年度 平成 1

実施形態

事業概要

　健聴者を対象に，要約筆記や筆談の一日体験講座を実施する。
　体験や中途失聴者との交流を通して，聴覚障がい者に対する理解を深め，福祉の増進を図っ
ていく。

円 35,450 円

10　需用費 円 3,060 円 円

7　報償費 円 20,000

円 円

円 円

令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

円

受益者負担金

円

その他 円 円 円

円 円

円

円

円

円 円

円

財
　
源

主な歳入の科目 令和３年度（実績） 令和４年度（実績） 令和５年度（実績）

内
訳

国支出金 円

事業費　計 0 円 23,060 円 35,450

支
　
出

主な歳出の節

県支出金 円 円

円

その他 円 円 円

地方債 円 円

円 円

円

事業費　計 0 円 23,060 円 35,450 円

一般財源 円 23,060 円 35,450

なし あり

新規 継続

期間限定あり 単年度繰り返し 単年度のみ

町が直接実施（直営） 委託 全部委託 一部委託 補助金等

町民協働 指定管理 事務局 その他

事業開始年度不明

予算なし

町単独 国・県補助事業 国・県補助事業+町事業(上乗せ) その他



理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

理
由

 

理
由

●改善　～ＡＣＴＩＯＮ～

●評価　～CHECK～

妥
当
性

①政策目的との整合性

　事業目的が上位政策（主な取組）の達
成に貢献しているか。

　社会参加支援として周知度の低い要約筆記の啓蒙啓発と，障
がい者への理解を深めるため，目的の達成に貢献していると考
える。

②町関与の妥当性

　町が事業主体として事業を行うことが
妥当か。

 

　事業目的を鑑みても，町が主体で行うことが妥当であると考
える。

有
効
性

③成果の向上余地

　事業内容を工夫することにより成果を
向上させることができるか。

 

　障がい者に対する理解を深めるために，多くの方に講座へ参
加いただく余地があると考える。

④廃止・休止の可能性

　事業の内容や成果から廃止・休止でき
るか。

 

　根拠法令により，地域で行うこととされているため，廃止の
可能性はない。

⑤類似事業との統廃合・連携の可能性

　類似事業との統廃合・連携を図ること
により成果が期待できるか。

 

　

今
後
の
方
向
性

 継続（　　　　　 　　　　 　　　　 　　）

【理由】

　健聴者が，聴覚障がい者の理解を深めながら要約筆記の必要性を習得できる唯一の機会のため，今後も継続
していく必要性がある。

効
率
性

 ⑥事業費の削減余地

 成果を下げずにコスト削減できるか。

 

　障がい者に対する理解を深めるための事業費として適正であ
り，削減の余地はない。

公
平
性

 ⑦受益者負担の適正化

　事業内容から受益者の負担割合は適正
か。

　

貢献している 見直す余地がある

見直す余地がある

見直す余地がある

妥当である

余地がない

可能性がない可能性がある

余地がない 余地がある

適正である 見直す余地がある

受益者負担を求める事業ではない

可能性がある 可能性がない 類似事業はない

現状維持 縮小 改善 拡大 連携統廃合廃止（終了）休止


